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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、企業価値を継続的に向上させ、事業を通じて社会に貢献し、あらゆるステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、コーポ
レート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると認識しております。

　このため、経営の健全性や機動性の向上を図るとともに、経営の透明性を確保するための経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実
に取り組んでまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

入澤　拓也 1,118,900 21.65

ＫＤＤＩ株式会社 1,060,000 20.51

積水樹脂株式会社 260,100 5.03

松永　崇 234,100 4.53

株式会社テラスカイ 69,000 1.34

J.P.MORGAN　SECURITIES　PLC

（常任代理人　JPモルガン証券株式会社）
41,900 0.81

JPモルガン証券株式会社 37,500 0.73

楽天証券株式会社 35,000 0.68

BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　ACISG

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
31,700 0.61

しなねん商事株式会社 31,000 0.60

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース、札幌 アンビシャス

決算期 8 月



業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

野口　一宙 他の会社の出身者 ○ ○

村上　彩子 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）



j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

野口　一宙 　
野口　一宙氏は、当社の主要株主であり
主要取引先であるＫＤＤＩ株式会社の従業
員であります。

野口　一宙氏は、KDDI株式会社において長くIo
TやDX事業推進に携わり、多くのプロジェクトに
関与して実績を積み重ね、IoTやDX事業に関す
る豊富な知識と経験を有しており、会社経営に
直接関与した経験はありませんが、社外取締
役として当社経営の重要事項の決定及び業務
執行の監督に十分な役割を果たしていただけ
るものと判断し、社外取締役に選任しておりま
す。

村上　彩子 ○

村上　彩子氏は株式会社マックスドナ代
表取締役、および株式会社エシカルタイム
代表取締役でありますが、当社との間に
取引関係はありません。

村上　彩子氏は、サステナビリティを事業や社
会活動を通じて推進していること、その経歴か
らグローバルな視点を有していること、また代
表取締役として企業経営に携わってきた経験を
有しております。当社経営判断・意思決定の過
程で、その知識と経験に基づく専門的見地から
の助言・提言をいただけるものと判断し、社外
取締役に選任しております。

また同氏は、相互に主要な取引先に該当せ
ず、一般株主との利益相反が生じるおそれは
ないと判断し、独立役員として指定します。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 3 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役及び会計監査人は、以下を連携して行い、監査の質的向上を図っております。

・相互の監査計画の交換並びにその説明・報告

・定期的面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化

・実地棚卸の立会い

等監査役及び内部監査部門は、以下のようにＣＳＲ経営全般について連携して監査を実施しております。

・相互の監査計画の交換並びにその説明

・報告・業務の効率性（財務報告の適正性を含む）の状況

・会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名



社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

塚田　修治 他の会社の出身者 ○

奥山　倫行 弁護士 △

梅田　久美子 公認会計士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

塚田　修治 ○
塚田　修治氏は、中道リース株式会社の
執行役員でしたが、当社と同社との間に
取引関係はありません。

上場会社において財務や内部監査担当執行
役員を務めた経験を有しており、財務並びに
コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見
に基づき、当社社外監査役として独立した立場
から当社の経営を監視し、適切な助言を行って
おります。

当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主
との利益相反が生じるおそれはないと判断し、
独立役員として指定します。

奥山　倫行 　
当社は奥山　倫行氏との間で、2014年ま
で顧問弁護士契約を締結しておりました。

弁護士として企業法務に長年携わり、さらに
様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた
経験を有しており、それらを社外監査役として
当社の監査に活かしていただきたいため、社外
監査役に選任しております。

梅田　久美子 　
梅田　久美子氏は株式会社イーベック取
締役でありますが、当社との間に取引関
係はありません。

会計士として企業監査に長年携わり、取締役を
務めた経験も有しており、会計並びに企業経営
に関する豊富な知見を有しており、それらを社
外監査役として当社の監査に活かしていただ
けるものと判断したため、社外監査役に選任し
ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する士気を喚起し、当社の企業価値を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対する譲
渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額を決定いたしました。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の企業価値を高めることを目的として、当社の取締役、及び従業員に対し、新株予約権を発行しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬等はそれぞれ総額にて開示
しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容各取締役の報酬等の額は株主総会にて
決議された報酬総額の限度内にて、下記方針に基づき決定しております。

ア.当該方針の決定の方法

　各取締役の報酬等の額の決定につきましては、取締役会によって決議された報酬テーブルに基づき決定することとしております。

イ.当該方針の内容の概要

　報酬テーブルではベースとなる基本報酬の額と変動幅を規定しており、基本報酬は担当職務や経験、前事業年度の業績等により変動します。

　社外取締役につきましては報酬テーブルに依らず、各社外取締役の貢献度等に基づき報酬等の額を決定しており、その権限を代表取締役入澤
拓也に委任することとしております。

　各監査役の報酬等の額につきましては、監査役の協議により決定しております。

ウ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　取締役会は、代表取締役入澤拓也に対し報酬テーブルで規定された変動幅内において取締役個人別の基本報酬を決定する権限を委任してお
ります。代表取締役に権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の個人別の報酬額を決定するには代表取締役が最も適し
ていると判断したためです。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会
で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

エ.取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額決定に関する方針に係る事項

　取締役に対して付与する譲渡制限付株式の上限数及び上限額は、2025年11月26日開催の定時株主総会において年50千株以内（ただし、本議
案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む）または株式併合が行われた場合その他譲渡
制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には分割比率または併合比率に応じて当該
総数を調整する）とし、その総額は年額20百万円以内と決議しております（社外取締役を除く）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名（う



ち、社外取締役２名）です。

　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額は上記の報酬限度額内において決定しており、個人別の報酬等の内容
についての決定に関する方針の概要は次の通りとなっております。

a.当該方針の決定の方法

　各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。

b.譲渡制限付株式の発行または処分の方法

　譲渡制限付株式の発行または処分は、当該発行または処分に係る取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行うものといたします。

　（1）対象取締役の報酬等として金銭の払込みまたは現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行または処分を行う方法（以下「無償
交付」という）

　（2）対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して、当社の
普通株式の発行または処分を受ける方法（以下「現物出資交付」という）

c.取締役に対して付与する譲渡制限付株式の概要

　譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という）を
締結するものとします。

　（1）対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という）について、本割当株式の交付日から当該対象
取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職する日、または３年を経過した日（ただし、本割当株式の交付の日
の属する事業年度の経過後３月を経過するまでに退任または退職する場合につき、当該事業年度経過後６月以内で当社の取締役会が別途定め
た日があるときは、当該日）までの期間（以下「譲渡制限期間」という）譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」とい
う）。

　（2）対象取締役が当社の取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」という）が満了する前に上記（1）に定める地位を退任または退職した場
合には、当社の取締役会が正当と認める場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

　（3）当社は、対象取締役が役務提供期間中継続して上記（1）に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期
間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記（2）に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供
期間が満了する前に上記（1）に定める地位を退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調
整するものとする。

　（4）当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記（3）の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得す
る。

　（5）当社は法令、社内規則または本割当契約の違反その他本割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事
由に該当した場合、本割当株式を無償で取得する。

　（6）上記（1）の定めにかかわらず、当社は譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場
合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の
日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

　（7）上記（6）に規定する場合においては、当社は上記（6）の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除され
ていない本割当株式を当然に無償で取得する。

d.譲渡制限付株式を付与することが相当である理由

　対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし
て、対象取締役に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与するものであります。本議案に基づき付与する譲渡制限付株式の発行済株式総数に
占める割合は0.94％と軽微であることから本議案に基づく譲渡制限付株式の付与は相当なものであると判断しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートは、取締役会事務局が行っており、取締役会付議事項に関しましては、事前に議題等を通知し、必要に応
じて事前説明を行うなど、十分な情報提供を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）取締役会

　取締役会は、本書提出日現在において、社外取締役２名を含む取締役６名で構成されており、定時取締役会を毎月１回開催しているほか、必要
に応じて臨時取締役会を開催しております。

　取締役会は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項
を検討・決議しております。また、取締役会には監査役も出席し、取締役の職務執行を監督しております。

（２）監査役会

　当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、本書提出日現在において、社外監査役である常勤監査役１名、非常勤監査役２名（うち社外
監査役２名）で構成され、監査役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。

　監査役は、取締役会及び経営会議に出席し経営全般に対する監督を行うとともに、監査役会で策定した監査の方針・業務の分担に従い監査役
監査を実施しております。

（３）経営会議

　経営会議は、常勤取締役、部長等により構成されており、原則月１回以上開催しております。業務執行に関する重要事項の報告、各部門の業務
上の問題点の討議等を行っております。



（４）内部監査

　当社の内部監査は、内部監査担当１名が内部監査を実施しております。具体的には年間計画書を策定し、法令・定款・社内規程等の遵守状況
の確認を中心とした監査を行っており、監査結果は代表取締役に報告されるとともに、改善の必要がある場合は業務改善指示を出し、業務の改
善向上を図っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、当社の企業規模、事業内容を勘案し、監査役会設置会社として、経営監視機能の客観性および中立性を確保する経営管理体制を整え
ており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 事業年度末が８月末のため、集中日の問題は生じないものと判断しております。

電磁的方法による議決権の行使 電子投票制度を導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後検討すべき事項と考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催いたします。 なし

IR資料のホームページ掲載
当社コーポレートサイト内にIRページを作成のうえ、決算情報及び適時開示資
料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR活動は経営企画部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は「コンプライアンス規程」、「適時開示規程」において、法令遵守や適切な情報開示
の尊重について規定しており、当社のステークホルダーの立場を尊重するための指針とし
ております

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、コーポレートサイトへの情報掲載、適時開示を通じてステークホルダーに対し適
時・適切な情報開示を行い、当社に対する理解・信頼の向上を図ってまいります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の「内部統制システムの整備に関する基本方針」の概要は以下のとおりであります。

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役は当社の経営理念であるＭＩＳＳＩＯＮ、ＶＩＳＩＯＮ、ＶＡＬＵＥ、並びに社員一人ひとりの行動指針であるＣＲＥＤＯの浸透に努めると共に、コン



プライアンス体制の基礎として定めているコンプライアンス規程をベースに、コンプライアンス推進を率先垂範し、従業員への周知徹底、教育啓蒙
を継続し、法令・定款の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する。

・コンプライアンス体制を統括する組織としてリスク管理・コンプライアンス委員会を設置する。リスク管理・コンプライアンス委員会は、コンプライア
ンスに関する問題の調査・対応を検討するとともに、重要事案については再発防止策の周知徹底に努める。

・取締役及び従業員からのコンプライアンス違反行為等に関する相談・通報を適正に処理できる体制として、内部通報窓口を設置する。

・監査役及び経営企画部は、コンプライアンス体制の有効性及び適切性等、コンプライアンスに関する事項の監査を実施する。

・金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「事業活動に関わる法令等の遵守」「業務の有効性及び効率性の向上」「財務報告の信頼
性の確保」、並びに「資産の保全」を目的とする内部統制を構築し、業務の改善に努める。

・会社情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報及び文書は、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理し、必
要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。

・機密情報については、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱者を明確にし、適切に管理する。

・情報セキュリティに関する規程等を制定し、情報セキュリティに関する社内周知の徹底に努める。また、個人情報については個人情報保護管理
規程に基づき厳重に管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理体制を体系的に定めるリスク管理規程を制定する。

・リスク管理規程に基づき、リスクの発生を最小限に抑え、またリスクが顕在化した場合には企業価値の毀損を極小化するための体制としてリスク
管理・コンプライアンス委員会を設ける。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役の職務の執行の効率性を確保するための体制として、定例取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、
重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。また、業務の効率的な執行を支援するため、経営に関する重要事項について協議
する経営会議を開催や組織上執行役員を設ける事で経営と執行の分離、意思決定の迅速化を図る。

・取締役を含む会社の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関する諸規程を整備し、経営環境の変化に応じて適時適切に見直しを行
う。

⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社の子会社の運営については各社の自主性を尊重しつつ、当社取締役や役職者を、子会社の取締役、監査役とし、業務の適正を確保する体
制とする。

・子会社の業務執行の重要事項は、当社取締役会における報告事項とする。

・リスク管理・コンプライアンス委員会には当社より派遣する子会社の取締役も参加し、グループ全体のコンプライアンスを含むリスク管理に関する
事項を統括し、グループ全体でのリスク管理・コンプライアンスの周知徹底を図る。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に

関する事項

・現在、監査役の職務を補助すべき専任の使用人（以下、監査役補助者という。）は存在しないが、監査役から求められた場合には、適切な人員
配置を速やかに行うものとする。

・監査役補助者の選任及び異動については、あらかじめ監査役の承認を受けなければならない。

・監査役補助者の職務は監査役の補助選任であり他の一切の兼任を認めないものとし、取締役の指揮命令を受けないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、法令に違反する事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは、当該事実を直ちに監査役に
報告する。

・監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求
める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求める。

・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。

・監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を役員及び使用人
に周知徹底する。

⑧ 監査役の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方

針に関する事項

・監査役が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会
社に求めることができる。会社は、監査役の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、これを拒むことができない。

・監査役がその職務の執行について、会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用ま
たは債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

・会社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は定期的に代表取締役と意見交換を行う。

・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役や社内各部門と定期的に意思疎通を図る。

・監査役、会計監査人及び内部監査担当者は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。

⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、営業取引を含む一切の関係を遮断する。

・反社会的勢力排除に向けた基本方針を明文化し、全職員の行動指針とするとともに、関連規程を整備し反社会的勢力排除のための体制構築に
取組む。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



　当社は、反社会的勢力排除という社会要請に応じない場合には、企業の存続をも脅かすリスクとなり得るものと認識し、「反社会的勢力排除に向
けた基本方針」を定め、社内外に反社会的勢力排除の意思表明を行っております。

　これを受け、反社会的勢力対策規程、反社会的勢力対応マニュアル、反社会的勢力チェックマニュアル等の社内規程を整備し、人事総務部を所
管部署として運用を行っております。また、これらの内容は、全社研修を実施し、その内容の周知徹底を図っております。 具体的には、役員、従業

員及び取引先（新規・既存）に関して、誓約書の入手や外部データベースを用いた調査等を行っております。また、取引先と締結する「基本契約
書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の反社会的勢力排除条項を盛り込んでおります。

　なお、当社は北海道暴力追放センターの賛助会員になっており、所管警察署や同センターとの関係を強化するべく、不当要求防止責任者を選
任・配置しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



経営企画部
・取締役会決議予定
案件の取りまとめ
・有価証券上場規程
による開示有無の確
認

執行責任者
（代表取締役）

情報開示担当取締役

取締役会
監査役

開示有無に
係る意見陳述

情報開示

＜決定事実・決算に関する情報等＞

＜発生事実に関する情報等＞

各部門
緊急事態等の発生

人事総務部担当者

経営企画部
有価証券上場規程に
よる開示有無の確認

情報開示担当取締役
執行責任者

（代表取締役）

監査役
開示有無に係る
意見陳述

情報開示

開示有無の
確認経過及び
結果報告

議案上程

報告

報告
開示有無の
確認経過及び
結果報告

承認依頼




